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内
訳

住みよい福祉のまちづくりを進めるため、

社会福祉協議会支援事業については、業務の効率化、コスト削減を図り、健全な経営が行われるよう、より一層の指導
を行っていく。行政及び社協の連携を維持しつつ、効率化も念頭におきながら、地域福祉推進のため、より一層活動を支
援していく。地域福祉活動支援事業については、新たな参加者等、様々な地域福祉の担い手の育成を進める。
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地域福祉を推進するため、その中心的な役割を担う市社会福祉協議会の活動を支援する。
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直営 平成17年度以前 河内長野市社会福祉協議会事業補助金交付要綱等

市社会福祉協議会

業務の効率化、コスト削減を図り、健全な経営が行われるよう、より一層の指導を行っていく。行政及び社協の連携を維
持しつつ、効率化も念頭におきながら、地域福祉推進のため、より一層活動を支援していく。
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事業：地域福祉促進事業                               

地域福祉を推進するため、その中心的な役割を担う市社会福祉協議会の活動を支援し、また、地域住民、関係機

関等の交流と連携の強化と協働意識の醸成を図るとともに、地域課題の発見・解決する仕組みづくりを検討するこ

とにより、地域福祉ネットワークの構築を目指した。 

 

細事業：社会福祉協議会支援事業                        

社会福祉法の制定以来、住民の参加・主体による地域福祉活動の推進が求められている中で、社会福祉協議会※

に対し、小地域ネットワーク活動等地域福祉活動が地域においてより充実・推進するための支援を行った。 

補助金 60,157,000円（河内長野市社会福祉協議会へ交付） 

内訳 福祉活動事業(人件費等)         52,885,000円 

日常生活自立支援事業                 75,000円 

団体事務局事務費等              6,842,000円 

社協施設整備事業                 355,000円 

 

 

※ 社会福祉協議会 

… 社会福祉法第１０９条で「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と位置づけられた団体。 

 

 

○社会福祉法第109条 

市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の２以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行う

ことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする

事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内におけ

る地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の

市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するも

のとする。  

1．社会福祉を目的とする事業の企画及び実施  

2．社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

3．社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

4．前３号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 (以下略) 

 

 

 


